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一
六
六
第
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二
号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
仙
谷
由
人
君
提
出
国
外
で
作
成
さ
れ
た
歯
科
医
療
の
用
に
供
す
る
補
綴
物
等
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仙
谷
由
人
君
提
出
国
外
で
作
成
さ
れ
た
歯
科
医
療
の
用
に
供
す
る
補
綴
物
等
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
歯
科
医
師
又
は
歯
科
技
工
士
で
な
い
者
が
業
と
し
て
歯
科
技
工
を
行
う
場
合
に
は
、
歯
科
技
工
士

法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
。

二
に
つ
い
て

国
外
で
作
成
さ
れ
た
補
て
つ
物
等
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
質
が
一
律
に
担
保
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
た
め
、

老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
療
養
の
給
付
又
は

同
法
に
よ
る
医
療
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
歯
科
医
師
又
は
歯
科
技
工
士
で
な
い
者
が
我
が
国
で
作
成
し
た
補
て
つ
物
等
を
海
外
に

お
け
る
歯
科
治
療
に
用
い
る
場
合
に
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
補
て
つ
物
等
を
作
成
す
る
行
為
は
、
歯
科

技
工
士
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。


